
注意

FAX送付先 　※検査場所により送付先が異なります。 検査場所

草津本部 FAX.　０７７－５６９－６５６１

彦根事務所 FAX.　０７４９－２７－８５９０

近江八幡事務所 FAX.　０７４８－３１－３６８１

メール送信先 　※　検査場所に関わらず送信先は同じです。

草津本部 ｙｏｙａｋｕ＠ｚａｉ-skj.or.jp

予約内容等を太枠内にご記入ください。

会社名・ご担当者

TEL. FAX.

確認済証番号

建築場所

検査書類提出予定日 令和　　　年　　　月　　　日　　（提出方法）　窓口へ提出　・　郵送

検査書類提出事務所 草津本部　　彦根事務所　　近江八幡事務所　　大津事務所（窓口申請のみ）

手数料払込方法 令和　　　年　　　月　　　日　　（払込方法）　　窓口へ持参　・　銀行振込

済証受け取り方法 草津本部　　彦根事務所　　近江八幡事務所　　大津事務所　　　郵送（宛名記入の返信用封筒必要）

※　申請書の申請日は窓口へ提出される日を記入してください。

※　書類の提出、検査手数料の払込方法、及び受取事務所を○で囲んでください。

検査手数料 円
（申請者名）

検査予定日

※　時間は前日にWebでご確認いただくかセンターからの連絡をお待ちください。
※　郵送の場合はセンターから返信されたこの用紙のコピーの裏面に振込証の写しを貼り付け一緒にお送りください。

友の会会員番号　　様

※検査予約はセンターの休日を除き検査日を含め10日前から4日前までです。

令和　　　年　　　月　　　日

大津市、草津市、栗東市、湖南市、
甲賀市、守山市、野洲市、高島市

彦根市、米原市、長浜市、愛知郡、犬上郡

近江八幡市、東近江市、蒲生郡（竜王・日野）

＊　この用紙をＰＤＦデータとして
メールに添付してお送りください。

検査予約票

センター受付印

担当者様返信日

申請書到達日

（郵送受取）担当者名

センター記入欄

検査の種類
（○印記入）

中間　・　完了　・フラット

振込依頼人名

H
Ｒ　—

連  絡  先

検査予約受付票（センター記入欄）

※申請書到着期限は　　　　月　　　　日　午前中となっております。
（期限内に申請書及び手数料が到着しない場合は検査予約がキャンセルとなります。）

注意

いつもありがとうございます。

左記日程で予約をお取り致しました。
　申請書のセンター到着期限は上記です。

（一財）滋賀県建築住宅センター

（センター受付印があるものを
　　コピーして添付）

※　ＦAXにてお申し込みの場合は上記連絡先に、
メールにてお申し込みの場合は送信いただいたメールアドレス宛に返信致します。

（　H　・　Ｒ　）　　　　　　確認（建築・一工・昇降）滋建住　　　　　　　　　　　　号

申請者（建築主） 代理者

検査希望日 月　　　　　　　日



　　   注意　　  　記入前に必ずお読みください。

★申請書類送付先事務所★

事務所名 郵便番号

草津本部 〒525-0050

彦根事務所 〒522-0074

近江八幡事務所 〒523-0893

銀行名 口座種別
滋賀銀行 普通預金

※　その他ご不明点は各事務所にお問い合わせください。

検査手数料
振込み先

口座番号 口座名義人
917866 一財）滋賀県建築住宅センター

【振込依頼人名について】
※入金確認の遅れ防止のため、申請者（代理者会社）名の前に記号の入力をお願いしており
ます。検査予約票にてお知らせいたしますのでご協力をお願いいします。
（例：Ｈ２７－１２３４KTｼﾞｭｳﾀｸｼﾞﾛｳ）
※数件をまとめて振込みされる場合はご連絡ください。
　（「申請者一覧表（複数振込）」をご用意しております。この場合、検査予約受付票に
　　記入のある振込依頼人名ではなく、申請代理者の会社名でお願いします。）
※振込手数料は建築主負担となります。

大津市、草津市、栗東市、湖南市、
甲賀市、守山市、野洲市、高島市

ー申請書郵送等時ー
※　申請書送付先は検査実施事務所です。申請書を検査実施事務所と異なる事務所に
　　お持ち込みされる場合は必ず提出事務所に○印をお願い致します。
※　検査日の前々日（休日を除く）の午前中に申請書と手数料振込みが確認できることが条件です。
※　郵送等の場合、申請書と振込証の写し（その他振込が確認できる物）を送付ください。
　　申請書を確認致しましたら引受承諾書兼手数料領収証書をご担当者にFAX若しくはメール致します。
　　（検査予約受付票とは異なります。）
※　申請日を含め（申請書の）完了日が4日以内となっているかをご確認ください。(休日を除く）
※　必要書類がそろっていない場合はキャンセルになる場合があります。
※　期限内に手数料の払込み及び申請書の提出をお願い致します。どちらかが間に合わない場合は
　　キャンセルとなります。キャンセルの場合、センターからの連絡はありませんのでご注意ください。
※　申請書を送付する場合は追跡サービスが利用できるレターパック等の信書とし、確実にセンターに届く
　　方法でお願い致します。また、郵送中の事故などによる損害（書類の紛失等）について、センターは
　　責任を負えませんのでご了承ください。
※　中間検査合格証および検査済証を郵送するサービスもしております。この場合、宛名を記入した
     返信用封筒をご準備頂き,その旨を申請時にお申し付けください。（切手の貼付は不要です。）
　　 また、郵送中の事故などによる損害（書類の紛失等）について、センターは責任を負えませんので
     ご了承ください。

草津支店

住       所

草津市南草津三丁目12番地６

彦根市大東町14番17号（上野第三ビル2階）

近江八幡市桜宮町294番（YP.1ビル2階）

支店名

近江八幡市、東近江市、
蒲生郡（竜王・日野）

検査実施区域

ー検査予約時ー
※　検査予約は当センターで確認審査を受け、確認済証が交付された物件に限ります。
※　軽微変更、計画変更その他各種届け出がある場合は検査予約ができません。
※　実施日を確認後、センターにて検査予定日を記入し　ご担当様にFAX若しくはメールいたします。
※　午後3時までに到着分は当日中に、午後3時以降の到着分は翌日にFAX若しくはメール致します。
　　センターからの返信FAX若しくはメールが届かない場合は申し訳ございませんが、ご連絡いただき
　  ますようお願い致します。
※　Fax送信先は検査実施事務所です。申請書を検査実施事務所と異なる事務所に お持ち込みされる
　　場合は、必ず提出事務所に○印をお願い致します。
※　検査日の前々日（休日を除く）の午前中に申請書と手数料振込みが確認できることが条件です。
※　高島市の検査　月・木曜日のみ、日野町の検査　月・水・金曜日のみです。
※　手数料はセンターが記入しFAXもしくはメール致しますので銀行振込み若しくは窓口へご持参ください。
※　期限内に手数料の払込み及び申請書の提出をお願い致します。どちらかが間に合わない場合は
　　キャンセルとなります。キャンセルの場合、センターからの連絡はありませんのでご注意ください。

金融機関の振込証の写しの貼付欄

のり付け

彦根市、米原市、長浜市、
愛知郡、犬上郡


